
平成２１年度当初予算案主要事項説明

教 育 委 員 会

高等学校緊急修学支援事業費事 業 名

予 算 額 新規・継続の別 新 規１０，０００千円

１ 趣旨
保護者のリストラ等により家計が急変し、高校への修学が困難にな

った高校生に、臨時・緊急の奨学金を支給することにより、教育の機
会均等に資する。

２ 事業概要
(1) 支給対象者
・保護者が京都府内に住所を有していること。
・保護者のリストラ及び保護者が勤務する企業等の倒産により、生事 業 内 容

徒が属している世帯全体の所得が生活保護基準額の1.5倍以下と
なった場合

・平成21年度の授業料を納付していること。目 的

(2) 支給額対 象

支 給 金 額

方 法 等 国公立 全日制・定時制 ２８，０００円

高等専門学校 ３２，０００円

私 立 全 日 制 ６６，０００円

定 時 制 ４８，０００円

通 信 制 １８，０００円

(3) 支給時期
申請月の翌月

高校教育課 振興担当 075-414-5815担当課名 課・担当 電話番号

資料－９


